
理

由

平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
た
財
政
改
革
の
た
め
の
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
等
に

伴
い
、
農
業
近
代
化
資
金
等
に
つ
き
都
道
府
県
が
行
う
利
子
補
給
に
係
る
政
府
の
助
成
を
廃
止
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


